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地方も含め、あらゆる場所が働く場に
オフィス等が地方に分散化する可能性
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地方サテライトオフィス等
他地域のオフィスと
ネットワーク化
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本社オフィス等

本社勤務
社員

本社オフィス等 本社オフィス等

経営上の意義と従業員のメリットが
両立すれば地方移住・しごと移転も視野

本社規模縮小も

オフィス分散
が進展

執務スペース縮小
機能を多様化

従来の働き型
東京都心部への

出社が基本

「地方創生テレワーク」という新たな働き方・暮らし方の推進

Â 首都圏に居ながらの単なる「テレワーク」や、転職を前提とする「移住」の推進に留まらない、地方におけるサテライト
オフィスでの勤務など地方創生に資するテレワーク（地方創生テレワーク）を、国としても推進し、東京圏への一極
集中是正、地方分散型の活力ある地域社会の実現を図る。
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・補助率 最大３／４
・自治体施設整備に加え、民間施設整備・

進出企業の支援が可能。
・ハード／ソフト経費の一体的な執行
・予算額100 億円（国費ベース）

交付金の特徴

サテライトオフィス等の整備・運営、利用促進
等の取組みを支援することにより、地方創生テ
レワークを推進し、地方への新たな人の流れ
を創出する。

主な目的

本交付金事業の地方負担分に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当できます。

［総事業費ベース、国費は３／４、または１／２］

自治体運営施設として整備 民間運営施設として整備

既存施設の拡充・利用促進 企業の進出支援

働く環境の整備

利活用・プロジェクト推進

利活用・
プロジェクト
推進

進出企業
支援

˗ Ẏ1,200ʠЛ ᶧ̱
ї

Ẏ100ʠЛ

既に整備した施設の拡充・利用促進
で地域に企業を呼び込みたい

施設を開設して、地域に企業を呼び込みたい

施設の利用企業を支援して地域への
企業進出を促進したい

①②↔④
組合わせ可

③↔④
組合わ
せ可

ρ ᵣ˗ Ẏ9,000ʠЛ
˗ Ẏ1,200ʠЛ ᶧ̱

①↔②
組合わせ可

（最大３施設）

サテライトオフィス等を整備・運営、利用促進

＜最大３施設＞

［総事業費ベース、国費は３／４、または１／２］

Â 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に国全体のリスクとして顕在化した東京圏への一極集中の是正、地方分

散型の活力ある地域社会の実現のため、新たに「地方創生テレワーク交付金」を措置。

Â 地方創生テレワークの推進により、地方への新たなひとの流れを創出する地方公共団体の取組を支援。

地方創生テレワーク交付金の概要

整備する施設の収容可能人数（１施設あたり）

20 人未満 20 人以上
50 人未満

50 人以上

施設整備・運営 3,000万円 4,500万円 9,000万円

施設規模別の上限 3施設 ２施設 １施設

○施設整備・運営以外のソフト経費：最大1,200 万円／団体

○進出支援経費（返還制度あり）：進出支援金 最大100 万円／社
（国費75 万円、または50 万円）
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＜交付上限額等＞

○施設整備・運営費
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地方創生テレワーク推進に向けた検討会議について
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ü

https:// www.chisou.go.jp/chitele/index.html

ü

地方創生テレワーク推進事業における取組
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